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淡路市明石海峡航路旅客船兼自動車渡船の管理に関する年度協定書 

 

淡路市（以下「市」という。）と株式会社 淡路ジェノバライン（以下「指定管理者」

という。）とは、令和 年 月 日に、淡路市明石海峡航路旅客船兼自動車渡船（以下

「旅客船兼自動車渡船」という。）の管理に関して締結した淡路市明石海峡航路旅客船

兼自動車渡船の管理に関する基本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、旅客

船兼自動車渡船の管理に係る年度協定（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

 （年度協定の目的） 

第１条 年度協定は、旅客船兼自動車渡船の管理業務（以下「業務」という。）の各年

度の業務内容を定めることを目的とする。 

 

 （令和６年度の業務内容） 

第２条 市及び指定管理者は、令和６年度の業務内容は、令和６年度業務計画書に定め

るとおりであることを確認する。 

 

 （疑義等の決定） 

第３条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとし、

必要に応じて、市及び指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。 

 

（業務評価の実施）  

第４条 指定管理者は、旅客船兼自動車渡船を適正に管理運営するため、自己評価及び

アンケートを実施するものとする。 

２ 市は、指定管理者の本業務及び経理の状況等について業務評価を実施する。業務評 

価は、前項の規定による自己評価及びアンケート結果並びに実地調査により行うもの

とする。 

３ 指定管理者は、前項の実地調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を 

除いてその申出に応じなければならない。 

 

この年度協定の締結を証するため、本書２通を作成し、市及び指定管理者がそれぞれ

記名押印の上、各１通を保有する。 

 

   令和 年 月 日 

指定者 

所在地 兵庫県淡路市生穂新島８番地 

名 称 淡路市 

代表者 淡路市長  門 康彦  印 

 

指定管理者 

所在地  

名 称  

代表者        印 

-111-


